
「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

分野目標

番号 所管課

4-(1)-1

令和５年度
実施状況

○児童生徒の障害の状況や地域的な設置状況等を踏まえ
ながら、特別支援教育を行う場の整備を行いました。
（令和５年５月１日現在）
　・特別支援学校　８校
　・特別支援学級　４１３学級
　・特別支援教室　１６０教室

現状の課題・
今後の見通し

〇地域格差の解消や知的障害、自閉症・情
緒障害、難聴、病弱・身体虚弱のニーズに応
じた小・中学校への特別支援学級の計画的
な設置を関係各課と連携しながら進めていき
ます。

〇通常の学級に在籍する発達障害などの児
童生徒が、通級指導教室設置校に通うことな
く、在籍校で特別な指導が受けられる特別支
援教室の充実を図ります。（令和３年度より小
学校、令和５年度より中学校で全面実施）

教育委員
会特別支
援教育

課、施設
課、学事

課

4-(1)-2

令和５年度
実施状況

○幼稚園、小・中・特別支援学校、特別支援教育相談セン
ター及び関係機関が、それぞれの機能を活かした相談支援
を行います。また、関係機関と連携した相談支援を進めまし
た。
　・相談支援　２，４６５件

現状の課題・
今後の見通し

〇保健福祉局、子ども家庭局等関連部局と
の情報共有を図り、障害のある子どもに対す
る支援体制の在り方について協議を行ってい
きます。

教育委員
会特別支
援教育相
談センター

4-(1)-3

令和５年度
実施状況

○子どもの障害の状態や特性を理解し、本人や保護者の意
見の聴取を行う就学先決定の仕組みを整えました。また、就
学先等の変更について本人・保護者が相談できる、就学相
談会を実施しました。
　・就学相談　１，５１２件

現状の課題・
今後の見通し

〇関係機関と連携した相談支援を進めます。
保健福祉局、子ども家庭局等関連部局との
情報共有を図り、障害のある子どもに対する
支援体制の在り方について協議を行うなど、
連携を図ります。

〇分かりやすい相談窓口の提示に向け、ホー
ムページ上での情報提供を行います。

教育委員
会特別支
援教育相
談センター

4-(1)-4

令和５年度
実施状況

○教職員や保護者に対して障害のある子どもへの合理的
配慮の提供に対する助言を行うとともに、個別の教育支援
計画の作成を支援しました。
　・個別の教育支援計画　４、６９７人

現状の課題・
今後の見通し

○個別の教育支援計画の必要性や有効性に
ついて、教職員に研修等を通して周知すると
ともに、保護者に対して理解促進を図り、計画
の策定・活用により切れ目のない一貫した支
援を推進します。

教育委員
会特別支
援教育課

分野４．教育の振興（インクルーシブ教育システムの推進）

基　本　的　な　施　策

　障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、障害の有無にかかわらず、可能な限
り共に教育を受けることのできる仕組みを構築するとともに、障害に対する理解を深めるための取り組みを推進します。
　また、障害のある人が社会においてその能力を発揮し、自己実現を図ることができるよう、障害のある人が学校教育のみならず生涯にわたってそ
の年齢、能力、障害の特性等を踏まえた教育を受けられるように取り組みます。

（１） インクルーシブ教育システムの推進

多様な学びの場の整備

　インクルーシブ教育の理念を踏まえ、障害の有無にかかわらず、子どもたちが同じ場でともに学べるように努めるとともに、個別の教育的ニーズの
ある子どもたちに対して、自立と社会参加を見据えて、その時点において教育的ニーズにもっとも的確に応える指導を提供できるよう、小・中学校に
おける通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある「多様な学びの場」を整備します。

　合理的配慮を含む必要な支援を受けながら、障害のある子どもと他の子どもが、交流や共同学習等を通じて、共に育ちあう取り組みを進めます。

医療・保健・福祉等の関係機関との連携

　「北九州市特別支援教育推進プラン」に示すとおり、一人ひとりに着目した連続性のある指導・支援の充実に向け、医療・保健・福祉等の関係機関
との連携を図ります。
　また、それぞれの「学びの場」における指導・支援のあり方について教職員や保護者に対し助言を行うことによって、より一層の特別支援教育の充
実に努めます。

障害のある子どもの就学先の決定

　障害のある子どもの就学先は、本人・保護者に対して十分に情報を提供するとともに、子ども一人ひとりの障害の状態、本人の教育的ニーズ、本
人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から検討し、教育支援委員会と
保護者が建設的対話による合意形成を図ったうえで適切に決定します。
　また、障害のある子どもたちの発達の程度、適応の状況等に応じて、柔軟に「学びの場」を変更できることについて、関係者への周知を図ります。

障害のある子どもたちに対する合理的配慮の提供

　障害のある子どもたちに対する合理的配慮の提供にあたっては、情報保障やコミュニケーションの方法について配慮するとともに、一人ひとりの障
害の状態や教育的ニーズ等に応じて学校と本人・保護者間で建設的な対話による合意形成を図った上で決定し、その内容を個別の教育支援計画
へ明記します。
　また、合理的配慮は、障害のある子どもたちの状況に応じて適切に提供されることが望ましいことを、個別の就学相談等での面談や広報等によっ
て、保護者や関係者に対して周知します。
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「北九州市障害者計画」の基本的な施策の実施状況

番号 所管課基　本　的　な　施　策

4-(1)-5

令和５年度
実施状況

○幼稚園・小・中学校等は特別支援教育コーディネーターを
中心とした校内支援体制を構築し、関係機関と連携を図りな
がら、障害のある子どもに適切な指導や支援を行いました。
　・特別支援教育コーディネーター　４７６人
　・特別支援学級補助講師　　５５人

現状の課題・
今後の見通し

〇特別支援教育コーディネーターの専門性の
向上に向け、研修内容の専門性や実践性の
充実を図るとともに、特別支援教育相談セン
ターの専門相談員の活用の拡大を図ります。

〇特別支援教育コーディネーターの複数配置
により、校内でのOJTを推進し、切れ目ない
支援を行います。

教育委員
会教職員
課、特別
支援教育

課

4-(1)-6

令和５年度
実施状況

○特別な支援が必要又は、その可能性がある幼児、その保
護者、教職員に対する早期教育相談や早期巡回相談を実
施し、関係機関との連携を図りながら適切な指導・支援につ
いての助言を行いました。
　・早期教育相談/早期巡回相談　３８６回

現状の課題・
今後の見通し

〇複数回の訪問を設定し、対象幼児の行動
観察を行うとともに、特別支援教育コーディ
ネーター等の支援者が園（所）内で活躍でき
るような具体的な指導助言を行うことで、幼稚
園・保育所（園）の相談支援体制整備に努め
ます。

教育委員
会特別支
援教育相
談センター

4-(1)-7

○小・中学校に対して個別の教育支援計画に基づく適切な
支援が行われるよう指導・助言を行うとともに、計画の内容
が次の就労先に適切に引継がれるよう周知を図りました。
　・個別の教育支援計画作成にかかる連絡会議

現状の課題・
今後の見通し

○個別の教育支援計画の必要性や有効性に
ついて、教職員に研修等を通して周知すると
ともに、保護者に対して理解促進を図り、計画
の策定・活用により、切れ目のない一貫した
支援を推進します。

教育委員
会特別支
援教育課

○早期教育相談、巡回相談、教育相談等の場を通じて、障
害のある子どもに対して必要な支援を一貫して行うための
個別の教育支援計画について周知し、その作成に際して適
切な助言を行いました。
　・早期教育相談/早期巡回相談/教育相談／巡回相談
　  １，９２９回
　・個別教育支援計画作成助言　１２２件

○特別な支援が必要な幼児児童の情報について、小学校、
特別支援学校入学時における相互の連絡体制、情報共有
機能を強化しました。
　・相談支援体制整備　６８校

現状の課題・
今後の見通し

〇小学校入学後も継続的な支援の必要性を
伝え、個別の教育支援計画の作成を保護者
と学校、幼稚園・保育所（園）に促していくとと
もに、確実な引継ぎを支援します。

〇新小学１年生の保護者と幼稚園・保育所
（園）などの施設関係者を対象にした就学相
談説明会を実施します。その際に、早期から
の特別支援教育の重要性と各相談事業につ
いて丁寧な説明を行います。

教育委員
会特別支
援教育相
談センター

4-(1)-8

令和５年度
実施状況

○幼稚園と小学校、中学校、特別支援学校は、必要に応じ
て、校内支援委員会を中心とした子どもの支援に関する検
討会議を開催し、個別の教育支援計画に基づく関係機関と
の連携や支援の充実を図りました。
　・校内支援委員会設置校　２０２校

現状の課題・
今後の見通し

○保健福祉局、子ども家庭局等関連部局と
の情報共有を図り、障害のある幼児児童生徒
に対する支援体制の在り方について協議を行
います。

○早期からの特別支援教育の重要性と継続
的な支援の必要性を伝え、個別の教育支援
計画の作成を保護者と幼稚園・保育所（園）に
促していくとともに、確実な引継ぎを支援しま
す。

教育委員
会特別支
援教育課

個別の教育支援計画に基づく支援

　障害のある子どもに対して適切な療育や指導、必要な支援を行うため個別の教育支援計画を作成するとともに、個別の教育支援計画等に基づく
幼児期や学齢期を通じた一貫した支援を行います。
　また、教育支援計画の内容が次の就学先や就労先等に正しくかつ確実に繋がるよう、その必要性や有効性について教職員に対する研修の中で
周知し、積極的な活用を図ります。

令和５年度
実施状況

　早期のうちに障害に気づき、適切な支援につなげるため、心身の発達が気になる子どもに早い時期から関わり、早期発見の取り組みを強化すると
ともに、医療・保健・福祉等との連携の下、乳幼児に対する健康診査や就学時の健康診断の結果、入学後の児童生徒の状態等を踏まえ、障害の有
無に関わらず、本人や保護者に対する早期からの教育相談・支援体制の充実を図ります。

子どもたちに対する支援の検討会議の開催

　本人や保護者等から相談を受け、関係機関との連携が必要なケースについては校内支援委員会を中心とした、子どもたちに対する支援の検討会
議を開催し、個別の教育支援計画等に基づく関係機関との連携や支援の充実を図ります。

校内支援体制の構築

　校長のリーダーシップの下、特別支援教育コーディネーター（特別支援教育を推進する教員）を中心とした校内支援体制を構築します。
　また、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、言語聴覚士（ST）、作業療法士（OT）、理学療法士（PT）等の外部専門家及び
学校支援講師等の活用を図ることで、学校が組織として、障害のある子どもたちの多様なニーズに応じた支援を提供します。

心身の発達が気になる子どもへの関わり
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